
〔
論

説
〕

輪
中
の
水
論

i
定
杭
約
定
と
定
杭
の
形
式
分
類
!

伊

男

F ム，

女

Z泰

は
じ
め
に

木
曾
、
長
良
、
揖
斐
の
各
川
が
合
流
す
る
木
曾
三
川
の
西
濃
平
野
は
わ
が
国

で
も
有
数
の
洪
水
常
習
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
人
々
は
洪
水
へ
の
対
応
と

し
て
様
々
な
景
観
や
慣
行
を
生
み
だ
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
特
異
な
も
の
が
水

除
堤
の
囲
堤
型
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
輪
中
と
呼
称
し
、
村
々
は
こ
の
輪
中
を
ひ

と
つ
の
水
防
共
同
体
と
し
て
強
固
な
る
地
域
社
会
を
形
成
し
て
き
た
。

し
か
し
運
命
共
同
体
と
も
い
う
べ
き
輪
中
は
隣
接
す
る
周
辺
の
輪
中
と
は
利

害
が
相
反
す
る
た
め
対
立
抗
争
す
る
場
合
が
多
い
c

例
え
ば
既
成
の
輪
中
に
と

つ
て
は
新
た
に
輪
中
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
は
、
遊
水
池
的
機
能
を
有
す
る
土
地

空
間
が
縮
小
さ
れ
、
河
川
の
常
水
位
を
上
昇
さ
せ
洪
水
多
発
の
要
因
と
な
る
た

め
、
水
論
を
め
ぐ
り
激
し
く
永
い
抗
争
の
上
、
新
輪
中
が
成
立
す
る
。

こ
の
水
論
を
め
ぐ
る
抗
争
が
い
う
な
ら
ば
輪
中
根
性
と
い
う
特
異
な
思
惟
、

精
神
構
造
を
醸
成
す
る
風
土
と
な
る
。
筆
者
は
こ
の
輪
中
調
発
を
め
ぐ
る
問
題

す
で
に
発
表
し
て
き
た
。
工
し
か
し
、
果
て
し
な
く
水
論
を

占
山
に
つ
い
て
、

め
ぐ
り
対
立
す
る
輪
中
抗
争
を
熟
談
和
解
さ
せ
る
調
停
策
と
し
て
、
各
種
の
約

定
が
慣
行
さ
れ
て
い
た
と
と
が
分
る
。
玄
こ
れ
ら
の
約
定
の
う
ち
新
し
く
水

除
堤
を
築
立
、
輪
中
を
開
発
す
る
新
輪
中
が
、
既
成
の
限
輪
中
に
一
一
穫
の
経
済

的
補
償
と
し
て
納
得
金
を
差
出
す
納
得
金
約
定
が
盛
行
す
る
が
、
そ
の
後
も
水

除
堤
の
堤
高
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
再
発
す
る
場
合
が
極
め
て
多
い
。

利
害
の
相
反
す
る
輪
中
に
と
っ
て
隣
接
す
る
輪
中
の
水
除
堤
の
堤
高
が
重
要

な
問
題
と
な
る
。
郎
ち
高
位
部
(
上
郷
)
の
輪
中
に
と
っ
て
は
、
低
位
部
(
下

郷
)
に
あ
る
水
除
堤
の
堤
高
は
よ
り
低
く
あ
っ
て
欲
し
い
の
に
対
し
、
低
位
部

の
輪
中
は
水
防
上
、
堤
は
よ
り
一
日
同
く
よ
り
強
固
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
こ
の
相
反

す
る
利
害
か
ら
両
者
の
閣
に
堤
高
を
め
ぐ
っ
て
、

ひ
そ
か
に
嵩
上
げ
、
削
下
げ

が
な
さ
れ
紛
争
が
絶
え
間
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
和
解
妥
協
調
停
策
と
し
て
宮
市

三
者
の
取
嘘
人
立
会
の
も
と
に
、
両
者
が
堤
高
を
定
め
|
定
尺
!
、

そ
の
約
定

基
準
高
を
計
測
す
る
物
証
と
し
て
1

定
杭
(
じ
よ
う
ぐ
い

)
l
を
打
建
て
る
定

杭
約
定
の
慣
行
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
(3)

、

形

式

か

ら

み

た

定

杭

定
杭
は
現
在
そ
の
機
能
を
消
失
し
遺
物
化
し
て
お
り
、
現
存
す
る
も
の
は
ご

1 

く
僅
か
で
あ
る
が
、
古
文
書

古
老
の
話
な
ど
に
よ
る
と
図
村
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
三
形
式
に
分
類
で
き
る
。

A
形
式

l
lー
と
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
定
杭
約
定
の
初
期
に
み
ら
れ
る
も
の

で
多
く
は
木
杭
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
島
輪
中
の
定
杭
約
定
に
「
今
般
新
規

リ
す
尺
記
レ
置
:
:
:
但
定
杭
之
義
五
ヶ
年
目

右
定
杭
図
面
ヨ

訴
答
立
合
打
替
可
申
事
L
t
・-牛

(ι

築
立
候
分
ハ
百
間
百
ニ
櫓
五
寸
角
一
本
宛
定
杭
打
置
可
申
候

と
あ
り
、
島
輪
中
で
は
そ
の
成
立
期
の
江
戸
時
代
天
保
年
間
に

A
形
式
の
定
杭

五
年
毎
に
打
換
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
る
。
ま
た
輪
中
地
域
以
外

の
九
頭
竜
川
中
流
部
の
木
部
堤
防

K
、
と
の
形
式
の
も
の
が
一
本
の
み

が
打
建
ら
れ
、

現

存

す

る

と

と

を

筆

者

は

発

見

し

た

。

筆

者

の

発

見

し

た

も

の

は

木

部
堤
時
間
に
打
建
ら
れ
た
三
十
一
本
の
木
製
の
定
杭
の
う
ち
、
た
だ
一
本
の
み
残



さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
次
の
文
献
で
判
明
し
た
。
即
ち
「
t
:
:
御
定
杭
三

拾
一
番

是
ハ
堤
外
彦
左
ヱ
門
持
畑
方
堤
敷
馬
踏
草
附
迄
鋸
目

清
永
村
地
内

御
定
杭
都
合
三
拾
壱
本
、
右
ノ
通
リ
御
定
杭
御
打
渡
υv

i---
寛
政
十
二
年
申
年
十
一
月
」

0

「5)
そ
の
他
、
後
述
す
る
静
里
輪
中
の
馬

ノ
間
四
尺
三
寸
三
分
、

渡
川
除
で
は
、

か
つ
て

A
形
式
の
木
杭
で
あ
っ
た
も
の
が
明
治
三
十
八
年
に
石

昭
和
二
十
五
年
の
土
地
改
良
工
事
以
降
他
の
場

杭
に
打
換
え
ら
れ
た
ζ

と
が
、

所
に
移
さ
れ
て
忘
れ
き
ら
れ
て
い
る
石
杭
に
「
明
治
三
十
八
年
六
月
改
之
」
と

刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
っ
た
。

(
写
真
ル
参
照
)

B
形
式

l
l
!
こ
の
形
式
の
も
の
は

A
形
式
よ
り
移
行
し
た
も
の
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
堤
横
に
堤
高
面
を
示
す
杭
の

A
形
式
の
も
の
で
は
論
争
の
際
、
根
拠

が
弱
く
出
水
時
に
流
出
し
た
り
、
或
い
は
抜
き
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か

ら
、
水
徐
堤
の
上
に
石
杭
を
打
ち
こ
み
、
約
定
基
準
高
を
柱
頭
よ
り
馬
踏
ま
で

と
し
た
仁

B
形
式
が

A
形
式
の
移
行
型
で
あ
る
こ
と
は
合
渡
輪
中
の
天
保
四
年

の
曾
我
屋
村
地
内
水
除
堤
定
杭
打
一
一
件
御
請
託
交
に
よ
る
と
「
:
:
・
定
杭
壱
本
、

但
図
面
ヨ
リ
一
口
同
弐
尺
八
寸
・
・
」
?
)
と
あ
る

A
形
式
の
も
の
が
、
明
治
十
年
に
は

同
じ
地
内
に
て
「
:
:
・
杭
頭
ヨ
リ
高
三
寸
低
;
・
」
?
)
と
あ
り

B
形
式
に
移
行
し
た

L 
定杭の形式分類

(伊藤安男原図)

図 1

c 
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「別府，上橋本村境小士手紛争につき訴状J
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(18621l益付々~
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r1870il益村々~古形ヨリ高仁ゲ幅広ゲハ致ヤズ
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表 1
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1.4: 
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(6) 

「上橋本横士子取弘一件にっさ願J
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こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
の
移
行
は
定
杭
約
一
定
が
い
か
に
根
拠

の
弱
い
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
高
さ
一
米
程
の
水
除
堤
で
も
輪
中
民
に
と
っ
て

い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
輪
中

の
水
論
の
酷
し
さ
を
再
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在

B
タ
イ
プ
の
定
杭
は
牛

牧
倫
中
の
横
堤
と
合
渡
輪
中
に
各
一
基
、
史
跡
的
な
意
味
を
含
め
て
保
存
さ
れ

て
い
る
。

C
形
式

1
1
1
こ
れ
は
特
殊
な
タ
イ
プ
で
あ
り
筆
者
は
一
例
を
知
る
の
み
で
あ

る
。
五
六
輪
中
の
上
橋
本
の
横
堤
の
五
六
川
東
詰
の
最
低
位
部
は
最
も
定
抗
論

争
の
激
し
い
所
で
あ
り
、

宝
麿
年
聞
に
定
抗
約
定
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
降

も
高
位
部
の
障
り
村
々
と
低
位
部
の
益
村
々
と
の
聞
に
約
百
二
十
年
も
の
永
き

に
わ
た
り
論
争
が
続
き
、
定
杭
約
定
さ
れ
て
も
な
お
紛
争
の
断
え
る
ζ

と
が
な

か
っ
た
。
今
こ
の
水
論
を
年
譜
風
に
ま
と
め
る
と
次
の
表
と
な
る
。
こ
の
表
に

よ
る
と
定
杭
が
な
さ
れ
て
も
、
ひ
そ
か
に
堤
防
上
に
置
土
を
し
て
嵩
上
げ
を
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
高
位
村
の
障
り
村
々
が
訴
出
る
と
‘

低
位

部
の
益
村
々
は
江
凌
し
た
土
を
堤
上
に
置
い
た
だ
け
で
あ
り
、
新
規
の
嵩
上
げ

で
は
な
い
と
し
て
両
者
の
主
張
は
文
字
通
り
水
か
け
論
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は

A
-
B
の
形
式
の
定
杭
で
は
少
々
の
嵩
上
げ
程
度
で
は
明
確
な
物
証
と
は
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
考
案
さ
れ
た
の
が
少
々
の
置
土
、
削
下
げ
も

直
ち
に
分
る
物
証
と
し
て
、
堤
上
全
面
に
敷
石
を
す
る

C
形
式
、
所
講
「
論
止

堤
」
の
築
立
と
な
る
。
今
後
の
論
争
に
終
止
符
を
う
つ
意
味
で
土
地
の
人
々
は

そ
う
呼
称
し
た
。
こ
の
よ
う
に
酷
し
く
も
永
い
灰
色
の
水
論
を
物
語
る
論
止
堤

も
、
昭
和
田
十
年
代
の
工
場
建
設
に
よ
り
今
は
跡
形
も
な
く
な
っ
た

o
E

論
争
場
所
か
ら
み
た
定
杭

論
争
場
所
か
ら
み
た
定
抗
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
山
川
輪
中
堤
の
定
杭

同
横
堤
の
定
抗
い
門
除
堤
の
定
杭
の
三
分
類
で
、
川
の
論
争
は
水
論
が
輪
中
と

輪
中
と
の
閣
に
生
じ
対
立
抗
争
す
る
も
の
に
対
し
、
同
・
い
川
は
同
一
一
輪
中
内
の

小
堤
で
あ
る
横
堤
(
横
土
子
)
と
か
、
徐
堤
(
ょ
げ
づ
つ
み
)
を
め
ぐ
っ
て
高
位

部
と
低
位
部
と
が
対
立
抗
争
し
、

そ
の
浩
司
官
と
し
て
妥
協
調
停
策
と
し
て
定
杭

約
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
、

イ

輪

中

堤

の

定

杭

品
問
中
の
水
論
の
な
か
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る
対
立
で
あ
る
が
、
そ
の
待
色
は
一
平

戸
時
代
の
中
期
以
降
に
新
ら
し
〈
鶏
発
さ
れ
る
小
一
輪
中
に
対
し
、
議
接
す
る
既

成
の
旧
輪
中
が
笠
松
の
堤
方
役
所
に
障
り
か
一
申
立
、
強
く
反
対
す
る
結
果
、
日

輪
中
と
新
ら
し
く
水
除
培
売
を
築
立
、
検
中
を
明
発
し
よ
う
と
す
る
村
々
、
新
輪

中
と
の
間
に
対
立
抗
争
が
生
ず
る
。
そ
し
て
再
三
の
水
除
堤
築
立
の
願
出
も
吟

味
差
止
と
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
無
賄
工
事
に
よ
る
築
立
を
強
行
す
る
場
合

3 

が
多
々
み
ら
れ
る
。
当
然
こ
の
時
間
中
堤
築
立
に
笥
辺
の
既
成
輪
中
の
人
々
は
新

輪
中
の
村
々
に
押
し
か
け
傷
害
事
件
に
ま
で
進
一
日
立
し
、

江
戸
表
ま
で
沙
汰
さ
れ

る
が
、

そ
れ
で
も
新
輪
自
の
村
人
は
こ
れ
は
新
規
水
徐
堤
で
は
な
い
古
骨
粗
と
高

畑
を
つ
な
い
だ
も
の
で
あ
る
と
か
、

重
田
に
す
ぎ
な
い
と
強
聞
に
主
張
し
容
易

に
結
着
を
み
な
い
ま
ま
一
長
い
時
間
の
経
過
を
み
る
う
ち
に
、
利
害
の
全
く
な
い

第
三
者
を
立
会
人
に
た
て
熟
談
和
解
す
る
が
、
そ
の
調
停
策
と
し
て
納
得
金
約

定
を
な
す
。
納
得
金
と
は
反
対
す
る
輪
中
に
堤
防
丈
夫
付
、
腹
付
(
補
強
工
事
)

の
費
用
を
新
輪
中
が
負
担
す
る
一
一
種
の
経
済
的
補
償
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
但

し
こ
の
場
合
、
納
得
金
約
定
に
附
帯
す
る
も
の
と
し
て
、

現
状
の
水
除
堤
の
堤

高
よ
り
絶
対
に
嵩
土
庁
、
腹
付
け
し
な
い
と
い
う
約
定
を
旧
輪
中
に
強
い
ら
れ
、

定
杭
を
打
建
る
場
合
が
大
半
の
よ
う
で
あ
る
。



こ
の
経
過
の
も
と
に
定
抗
約
定
が
な
さ
れ
た
験
中
と
し
て
筆
者
の
調
査
で
は

表

2
に
あ
げ
た
各
輪
中
が
あ
る
。

さ
ら
に
島
輪
中
と
十
六
輪
中
の
定
杭
約
定
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

岐
阜
市
北
部
、
長
良
川
右
岸
の
島
輪
中
は
従
来
、
上
流
部
よ
り
の
氾
濫
水
を

防
禦
す
る
た
め
の
水
除
堤
の
み
を
も
っ
尻
無
堤
、

い

う

な

ら

ぽ

馬

締

形

輪

中

(
不
完
全
輪
中
)
で
あ
っ
た
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
宝
暦
治
水
以
降
に
下
流
部
よ

り
の
逆
水
に
よ
る
湛
水
災
害
が
続
発
し
た
た
め
天
保
元
年
(
一
八
二
一

O
)
旦
島

.
中
島
・
菅
生
な
ど
の
五
ク
村
は
呂
田
輪
中
西
方
の
下
流
部
の
無
堤
地
に
新
規
水
除

堤
を
築
立
、
完
全
囲
堤
の
一
輪
中
堤
(
初
日
口
問

-
L
⑦
ぐ
市
⑦
)
を
も
つ
に
い
た
っ
た

が
、
こ
れ
に
対
し
憐
接
す
る
合
渡
・
交
人
の
各
輪
中
の
村
』
マ
十
三
ケ
村
が
反
対

し
障
り
を
申
立
て
た
結
果
、
役
人
の
見
廻
り
吟
味
の
上
、

翌
年
二
月
取
払
わ
れ

る
こ
と
と
な
る
が
、
一
二
月
再
び
無
願
工
事
に
よ
る
水
除
堤
を
築
立
た
た
め
訴
訟
と

な
り
、
結
局
前
野
村
の
庄
屋
を
立
会
人
と
し
て
熟
談
和
解
す
る
が
、

そ
の
条
件

と
し
て
島
輪
中
の
前
記
五
ケ
付
は
合
渡
・
交
へ
の
輪
中
の
付
々
に
納
得
金
と
し

て
百
五
十
両
を
差
出
し
、

さ
ら
に
定
杭
約
定
を
な
し
成
立
し
た
こ
と
が
次
の
交

全
日
で
知
ら
れ
る
。

「
一
、
当
三
月
中
ニ
築
立
候
分
ハ
、
早
々
一
疋
形
ニ
攻
徐
可
申

筈
之
処
、
相
手
付
々
打
続
水
難
ニ
テ
村
相
続
ニ
モ
可
拘
難
渋
放
:
-
其
手
当
寂

定杭約定のもとに
形成さ れ た 輪 中
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表 2

受
之
一
題
意
ト

ν
手
金
一
日
γ

一
十
口
問
、

出
川
手
五
ケ
村
ヲ
け
ソ
環
リ
村
々
江
為
差
品
。
当

三
月
中
築
立
候
分
ハ
呉
健
二
差
置
ク
迄
勘
弁
イ
夕
、
v
、
然
ル
上
ハ
未
来
上
置
等

勝
手
ケ
油
教
美
ハ
決
テ
仕
閣
致
事
・
;
一
(
骨
)
と
納
得
金
約
定
を
し
、

ハ
勿
論
、

八

O
米
間
閣
に
て
十
八
本
一
の

A
形
式
の
定
坑
を
打
透
、
五
平
目
毎
に
打
答
、
毎

年
二
一
月
に
は
双
方
立
会
の
も
と
に
見
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
当
時
の
水
除
堤
は

現
在
と
異
な
り
小
さ
な
堤
防
で
あ
っ
た
こ
と
が
定
坑
覚
か
ら
分
る
。

「
定
杭
覚
、

日
一
白
一
河
村
地
内
北
ヨ
リ
、
さ
番
知
一
回
ヨ
け
ノ
一
品
一
尺
一
寸

B
 

L
i
八
器
、
知
一
週
ヨ
リ
高
三
尺
一

3
4
あ
り
、

菅
生
村
地
内
、

堤
高
の
高
い
所
で
も
一
米
足
ら
ず
の

小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
I

小
さ
な
!
市
立
陪
旧
交
で
も
輪
中
の
人
々
に
は
死
活

に
か
か
わ
る
季
大
事
な
の
で
あ
っ
た
。

島
仏
判
中
と
-
同
様
に
水
徐
堤
の
新
境
築
立
を
め
ぐ
り
紙
技
の
旧
輪
中
と
の
出
向
に

対
立
抗
争
が
激
し
く
、
さ
ら
に
定
杭
約
定
を
め
ぐ
り
紛
争
の
断
え
ま
な
い
輪
中

4 

と
し
て
十
六
輪
中
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
六
輪
中
は
輪
中
地
域
の
苅
一
端

に
あ
り
、
終
末
に
お
い
て
揖
斐
川
に
合
流
す
る
椙
川
巧
へ
び
大
谷
川
に
支
配
さ
れ
る

一
村
即
一
輪
中
と
い
う
小
五
輪
中
で
あ
る
が
、
こ
の
論
中
は
霊
史
的
に
も
問
辺
輪
中

と
の
問
に
百
年
間
以
F
L
に
及
ぶ
一
紛
争
が
続
い
た
所
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ

ら
の
涯
史
的
背
景
の
も
と
に
現
在
も
な
お
輪
中
論
争
の
続
く
特
異
な
輪
中
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
筆
告
は
発
表
し
た
よ
ロ
)

」
の
十
六
倫
中
は
明
和
八
年
(
一
七

七
二
に
新
規
水
除
堤
の
築
什
ん
を
願
出
る
が
綾
皇
、
今
村
の
各
輪
中
の
反
対
に

ム
ロ
い
差
止
め
と
な
る
ο
喜
次
い
で
叉
政
十
二
平
(
一
八
二
九
)
に
も
築
立
を
願

出
る
が
、
こ
れ
も
同
撲
の
結
末
と
な
っ
た
た
め
嘉
永
二
年
(
一
八
四
九
)
十
六

付
は
遂
に
潟
市
削
工
事
を
強
行
し
、
小
除
堤
を
菜
立
た
結
果
、
隣
接
す
る
綾
田
丸
輪

日
十
?
の
付
人
が
十
六
村
守
護
い
湯
主
口
事
件
に
ま
で
発
一
一
度
す
る
の
で
あ
る
。
(
問
)

そ
し
て
均
台

と
な
る
や
十
六
付
の
人
台
は
応
大
局
一
審
主
に
嘆
願
・
〕
た
結
果
、
内
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訓
に
よ
り
明
治
二
年
、

よ
う
や
く
十
六
輪
中
は
成
立
し
た
。
し
か
し
明
治
二
年

の
熟
談
和
解
に
低
位
部
の
輪
中
の
室
原
・
蛇
持
・
飯
積
・
租
父
江
の
各
輪
中
が

約
定
に
参
加
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
障
り
を
申
立
、
明
治
四
年
笠
松
県
に
出

訴
し
、
明
治
八
年
に
新
輪
中
で
あ
る
十
六
輪
中
は
前
述
の
低
位
部
の
各
輪
中
に

納
得
金
を
差
出
し
、
さ
ら
に
定
杭
約
定
を
し
て
熟
談
和
解
し
て
い
る
こ
と
が
次

の
熟
談
為
取
換
証
に
よ
り
分
る
。
却
ち
「
右
者
大
谷
川
通
左
右
中
水
除
新
築
之

儀

従
来
ヨ
リ
差
陣
場
所
ニ
付
、
近
来
種
々
頼
込
示
不
行
届

今
般
両
人
被
頼

人
追
々
入
渡
ニ
相
成
良
当
今
御
改
体
之
打
柄
第
一
国
益
ノ
タ
メ
示
談
及
熟
済
主

意
左
ニ

一
、
十
六
村
之
儀
中
水
除
是
迄
有
形
ヲ
以
熟
談
仕
見
渡
之
上

田
面

ヨ
ヲ
三
尺
五
寸
ヲ
以
テ
定
杭
打
建
可
申
事
:
:
但
定
杭
場
所
前
後
五
十
閤
宛
私

共
ヨ
リ
進
退
可
致
最
年
毎
ニ
両
三
度
宛
何
レ
モ
定
杭
相
改

万
一
約
定
違
イ
有

之
候
節
者
御
着
当
ニ
不
及
削
下
ケ
可
申
候
事
:
:
右
之
通
御
熟
談
仕
依
之
詳
細

明
治
八
年
四
月
」

g
o
し
か
し
明
治
十
三
年
に
な
る
と

為
取
換
之
条
礎
如
件

低
位
部
の
輪
中
の
村
々
は
十
六
輪
中
が
前
述
の
明
治
八
年
の
約
定
を
無
視
し
て

e

置
土
嵩
上
げ
し
た
と
し
て
、
約
定
よ
り
超
過
し
た
分
は
削
下
げ
る
よ
う
郡
役
所

に
訴
え
る
が
、
双
方
そ
の
主
張
を
譲
ら
ず
再
び
郡
役
所
を
立
会
人
に
両
者
は
定

杭
約
定
を
切
す

0
3
こ
の
よ
う
に
十
六
輪
中
と
低
位
部
の
輪
中
群
は
明
治
八
年
、

明
治
十
三
年
と
定
杭
約
定
を
す
る
が
、
こ
の
抗
争
は
容
易
に
終
止
符
を
う
っ
こ

と
な
く
、
さ
ら
に
続
く
の
で
あ
る
。
即
ち
明
治
十
七
年
六
月
の
出
水
に
よ
り
十

六
輪
中
の
輪
中
堤
が
破
堤
し
、
定
杭
が
流
出
し
た
た
め
十
六
村
の
人
々
が
修
築

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
低
位
部
の
輪
中
民
が
過
分
の
工
事
で
あ
る
と
工
事
現
場
や

郡
役
所
に
押
し
か
け
抗
争
は
再
燃
す
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
再
び
決
壊
場
所
の
海

尾
留
(
み
お
ど
め
)
工
事
が
終
了
後
、
定
杭
を
打
建
て
約
定
を
左
し
て
い
る

o
B

同

横

堤

の

定

杭

横
堤
は
横
土
手
と
か
横
小
堤
と
も
称
す
る
も
の
で
、
囲
堤
型
態
で
あ
る
輪
中

堤
が
外
水
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
横
堤
は
①
同
一
一
輪
中
の
内
水

処
理
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
②
同
一
一
輪
中
に
み
ら
れ
る
も
の
で
輪
中
と
し

て
の
共
同
体
は
同
じ
で
あ
る
。
@
当
然
と
し
て
輪
中
堤
よ
り
堤
高
の
低
い
小
堤

で
あ
る
。
④
こ
の
横
堤
が
同
一
輪
中
内
に
あ
っ
て
高
位
部
と
低
位
部
が
対
立
す

る
要
因
と
な
る
。
@
横
堤
と
同
じ
機
能
を
も
っ
小
堤
を
除
(
よ
げ
)
と
呼
称
す

な
ど
が
横
堤
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
横
堤
が
典
型
的
に
み
ら
れ
る
の
が
図
2
に
み
ら
れ
る
本
巣
郡

の
五
六
輪
中
群
で
あ
る
。
横
堤
は
現
在
に
ま
で
分
っ
た
も
の
と
し
て
五
堤
あ
り

る
輪
中
も
多
い
、

北
よ
り
往
還
横
土
手
e

下
本
田
横
土
手
。
只
越
横
土
手
・
別
府
横
土
手
・
上
橋

本
横
土
手
の
順
と
な
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
横
堤
の
位
置
が
条
里
の
遺
構
と
一

8 

致
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

ζ

れ
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
く
、
そ
の
築
立
て
に

そ
の
遺
構
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
小
さ
な
畦
畔
と
し
て
残

存
し
て
い
た
部
分
に
土
盛
し
て
横
土
手
と
し
た
こ
と
と
、
各
村
々
の
境
界
が
そ

の
ま
ま
条
里
区
画
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
、
例
え
ば
一
九
条
は
橋
本
と
別
府
の
村

一
八
条
は
別
府
と
只
越
、

一
七
条
は
只
越
と
下
本
国
と
い
っ
た

よ
う
に
条
里
遺
構
が
ま
た
行
政
区
分
の
上
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
横
堤

境
い
で
あ
り
、

築
立
て
に
よ
り
よ
き
場
所
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。

で
は
条
里
の
遺
構
の
畦
畔
が
盛
土
さ
れ
横
堤
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に

な
る
の
は
、

い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

当
然
そ
れ
は
内
水
氾
濫
の
増
大
す

る
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
文
献
の
上
か
ら
も
知
り
う
る
の
は
宝

暦
以
降
と
さ
れ
る
。
即
ち
「
・
:
:
上
橋
本
地
内
に
用
水
路
前
々
よ
り
在
来
リ
候

処
、
宝
暦
度
上
橋
本
村
人
申
合
。
右
用
水
路
江
竣
普
講
ニ
事
寄
、
畔
形
同
様
績



之
井
桁
連
々
築
添

直
一
口
向
弐
尺
程
之
小
土
手
と
相
成
候
に
付

別
府
村
外
三
ケ

村
悪
水
落
方
菱
支
及
難
渋
候
ニ
付
、
宝
暦
六
年
子
年
古
形
通
取
払
候
様
引
合
候

(
上
橋
本
村
横
土
手
取
払
一
一
件
に
つ
き
願
〉
立
と
あ
る
よ
う
に
宝

得
共
・
;
:
」

暦
年
間
に
最
低
位
部
の
上
橋
本
の
横
堤
が
築
立
ら
れ
、
順
次
に
北
の
高
位
部
に

横
堤
が
築
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
上
橋
本
横
堤
以
外
の
横
堤
を
め
ぐ
る

論
争
が
史
料
に
み
え
て
く
る
の
が
天
保
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
傍
証

と
な
ろ
う
。

ま
た
低
位
部
の
南
よ
り
横
堤
の
築
立
が
始
る
理
由
と
し
て
、

五
六
輪
中
の
上

橋
本
横
堤
以
南
の
橋
本
、

初
一
色
、

野
田
新
田
、
野
白
新
田
、
但
父
江
の
各
村

は
最
低
位
部
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
高
位
部
よ
り
流
入
し
て
き
た
氾
濫
水
は
輪

中
堤
に
よ
っ
て
滞
水
さ
れ
、
も
っ
と
も
湛
水
水
位
が
高
く
、
か
つ
湛
水
期
間
の

長
い
劣
悪
な
土
地
条
件
を
も
っ
水
腐
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
横
堤
の
築
立
の

必
要
性
は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
横
堤
の
築
立
は
こ
の
よ
う
な
自

然
的
条
件
以
外
に
上
橋
本
の
大
地
主
、
錦
見
長
太
夫
の
財
力
と
権
力
が
そ
れ
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
低
位
部
に
横
堤
が
形
成
さ
れ
れ
ば
当
然
、
高
位
部

の
村
々
も
湛
水
災
害
が
増
大
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
築
立
の
必
要
に
せ
ま

ら
れ
、
次
第
に
高
位
部
へ
と
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
の
よ
う
左
横
堤
の
形
成
は
同
一
輪
中
内
に
い
く
つ
か
の
水
除
堤
を
も
っ
こ

と
に
な
り
、
横
堤
を
め
ぐ
っ
て
高
位
部
の
村
々

下
郷
)
が
対
立
す
る
。
そ
れ
は
高
位
部
の
村
々
に
と
っ
て
は
横
堤
が
あ
る
た
め

水
落
ち
が
悪
く
な
り
排
水
不
良
の
湛
水
災
害
が
生
ず
る
。
従
っ
て
横
堤
の
取
払

(
上
郷
)
と
低
位
部
の
村
々

い
を
願
出
た
り
、
或
い
は
そ
の
堤
高
の
制
下
げ
を
願
う
が
、

一
方
低
位
部
の
村

々
は
堤
高
の
削
下
げ
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
高
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
相
反
す
る

利
害
よ
り
対
立
す
る
こ
と
は
前
述
の
〈
上
橋
本
横
土
手
定
杭
論
争
の
年
表

V
に

み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
熟
談
和
解
の
認
停
策
と
し
て
定
杭
約
定
す

る
な
ど
は
、
輪
中
と
輪
中
と
の
定
杭
約
定
と
同
じ
水
論
と
な
る
。

五
六
輪
中
群
の
定
杭
論
争
の
最
も
激
し
か
っ
た
の
は
最
南
に
あ
る
上
橋
本
の

横
堤
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
分
る
。
そ
れ
だ
け
に
論
止
堤
と
い
う
特
殊
な
定
杭

形
式

(
C
)
が
こ
こ
で
は
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
他
史
料
の
上
で
は
別
府
横
堤
(

図
何
の
南
よ
り
二
本
自
の
も
の
)
が
知
ら
れ
て
い
る
。
古
図
「
横
堤
定
杭
規

定
」
官
)
(
写
真
同
参
照
)
に
よ
る
と
五
六
川
と
中
川
の
間
の
横
堤
に
一

O
本
の

定
杭
を
打
建
、
東
よ
り
壱
番
定
杭
と
し
て
次
の
よ
う
に
取
定
め
て
い
る
。
「
士
宮
番

五
六
橋
堤
よ
り
東
へ
三
拾
一
間
の
間
栂
用
ル
弐
番
定
杭

定
杭

壱
番
杭
ヨ
リ

東
へ
三
拾
三
間
ノ
間
相
府
ル

参
番
定
抗

尤
高
低
ノ
儀
壱
番
杭
同
僚
の
事
。

弐
番
杭
よ
り
三
番
杭
へ
移
リ
弐
寸
上
リ
、
尤
東
ハ
四
番
杭
迄
栂
用
ル

四
番
定

杭

尤
東
へ
五
番
杭
マ
デ
相
用

一
番
杭
エ
り
四
番
杭
へ
移
ル
弐
す
四
分
上
リ

ル
si--:
拾
番
定
杭

九
番
杭
よ
り
捨
番
杭
へ
移
リ
五
す
七
分
上
リ
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尤
東
へ

中
川
堤
岸
迄
比
定
杭
ニ
テ
相
用
ル
」
と
あ
る
。

い

除

堤

の

定

杭

除
(
よ
げ
)
は
水
除
堤
(
み
ず
よ
げ
づ
っ
み
)
の
除
に
あ
た
る
が
、
輸
中
に

よ
っ
て
は
小
堤
と
か
、
中
堤
と
呼
称
す
る
場
合
も
あ
り
機
能
的
に
は
前
述
の
横

堤
と
同
様
に
、
外
水
氾
濫
に
は
冠
水
す
る
が
内
水
氾
濫
に
は
湛
水
を
防
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
除
の
形
成
は
複
合
輪
中
の
場
合
、

間
輪
中
堤
が
そ
の
ま

ま
除
と
な
る
例
と
、
輪
中
内
の
悪
水
落
の
「
江
」
を
は
さ
ん
で
相
対
す
る
村
が

江
か
ら
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
-
す
る
氾
濫
水
を
防
除
す
る
た
め
除
堤
を
築
立
て
る
例
が

あ
る
。
こ
の
江
の
除
堤
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
定
杭
約
定
し
た
も
の
に
、
高
須

輪
中
の
尾
州
除
が
あ
る
。

高
須
輪
中
の
悪
水
落
は
、
輪
中
北
東
の
高
位
部
の
幡
長
、
者
結
、
野
市
場
、



瀬
古
な
ど
の
悪
水
は
東
大
江
川
に
、
西
南
の
低
位
部

一
郷
、
仏
締
川
、
高
田
、

西
島
、
土
倉
、
脇
野
な
ど
の
村
々
の
悪
水
は
西
大
江
川
に
流
れ
こ
み
、
さ
ら
に

東
・
西
の
各
大
江
川
は
五
丁
近
傍
に
て
合
流
し
、
古
木
曾
川
の
流
路
で
あ
る
大

江
川
と
な
り
万
寿
に
て
揖
斐
川
に
排
水
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
高
位
部
の
東
大

江
川
は
出
水
時
に
溢
流
し
て
西
南
の
低
位
部
の
西
大
江
川
筋
の
村
々
に
流
れ
こ

む
こ
と
が
再
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
低
位
部
の
村
々
は
西
井
組
を
組
織
し
、

氾
濫
水
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
三
郷
よ
り
蛇
池
、
松
ノ
木
、
西
島
、
内
野
、
上
成

一
部
自
然
堤
防
列
を
利
用
し
て
水
除
堤
で
あ
る
尾
州
除
を
築

国
を
結
ぶ
線
に
、

立
て
た
。
食
)
こ
の
尾
州
除
は
結
果
的
に
は
輪
中
内
に
さ
ら
に
輪
中
安
生
む
こ
と
と
な
り
、

除
を
め
ぐ
り
高
位
部
の
東
井
組
と
低
位
部
の
西
井
組
と
が
対
立
抗
争
す
る
こ
と
に

な
り
明
和
七
年
(
一
七
七

O
)
に
第
三
者
を
立
会
人
に
定
杭
約
定
を
し
た
こ
と

が
次
の
史
料
に
よ
り
分
っ
た
。
審
「
当
輪
中
高
須
御
領
海
西
郡
須
脇
村
地
内
山
東
字

山
伏
菅
場
流
レ
申
所
ニ
西
弁
組
ヨ
リ
水
分
論
出
来
仕
。
一
寛
保
年
中
ヨ
リ
御
公
裁

ニ
相
成
之
迄
段
々
御
吟
味
被
為
遊
候
共
免
角
事
有
済
不
申
候
付
。
此
度
御
三
役

a

所
様
ヨ
リ
御
慈
悲
ヲ
以
:
:
:
・
六
人
之
衆
江
取
唆
被
仰
付
段
々
御
苦
労
被
下
候

所
。
右
論
所
真
中
田
面
ニ
取
合
高
下
無
之
様
ニ
・
定
杭
ヲ
打
・
:
:
」
と
あ
る
。

次
に
大
垣
市
西
部
の
大
谷
川
流
域
の
輪
中
群
の
除
の
定
杭
約
定
と
、
脇
往
還

の
美
濃
路
が
除
的
な
機
能
を
は
た
し
て
い
た
が
た
め
、
定
杭
約
定
と
類
似
す
る

水
論
裁
定
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
註

大
垣
輪
中
の
酉
を
か
く
す
る
杭
瀬
川
は
下
流
の
組
父
江
に
て
相
川
と
合
流
し

さ
ら
に
高
淵
で
牧
田
川
と
合
流
し
て
揮
斐
川
に
注
ぐ
支
派
川
で
あ
る
が
、
輪
中
，

の
網
流
河
川
の
通
例
と
し
て
揮
斐
川
が
出
水
す
る
度
に
逆
流
し
、
そ
の
上
、
粕

川
及
び
上
流
部
の
無
堤
地
で
出
水
し
た
氾
濫
水
は
杭
瀬
川
上
流
部
に
流
入
す
る
。

そ
の
上
に
川
幅
の
狭
い
蛇
行
河
川
の
た
め
容
易
に
流
下
し
な
い
荒
川
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
杭
瀬
川
右
岸
の
福
田
地
内
に
無
堤
地
を
設
け
る
洪
水
調
節
が
慣
行

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
無
堤
地
が
八
十
間
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
八
十
闇
」
と
か

「
水
越
場
」
と
も
呼
ん
で
い
た
0
2
)
従
っ
て
杭
瀬
川
が
出
水
す
る
た
び
に
、

こ
の
無
堤
地
よ
り
溢
流
し
た
氾
濫
水
は
低
位
部
に
流
れ
こ
み
、
櫓
、
久
徳
、
荒
川
、

中
曾
根
、
静
里
の
各
村
々
は
水
災
を
被
り
、
そ
の
上
、
氾
濫
水
は
南
の
綾
里
輪
中

の
水
除
堤
の
た
め
に
滞
水
し
、
さ
ら
に
最
低
位
部
の
中
曾
恨
村
は
明
治
二
年
に

静
里
輪
中
が
開
発
さ
れ
る
ま
で
は
大
谷
川
の
氾
濫
水
を
も
う
け
る
と
い
う
劣
悪

な
条
件
が
、
よ
り
劣
悪
と
な
る
土
地
条
件
に
あ
っ
た
。
こ
の
西
に
大
谷
川
、
東

に
杭
瀬
川
に
は
さ
ま
れ
た
運
命
共
同
体
と
も
い
う
べ
き
水
腐
場
に
も
、
高
位
部

と
低
位
部
が
美
濃
路
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
さ
ら
に
高
位
部
の
村
々
の
聞
に
も

馬
渡
川
除
を
め
ぐ
っ
て
定
杭
約
定
を
す
る
。
大
垣
市
久
徳
と
荒
川
の
南
を
東
西

一 10-

に
結
ぶ
地
点
に
脇
往
還
、
美
濃
路
が
通
っ
て
い
た
。
輪
中
の
街
道
は
湛
水
か
ら

防
禦
す
る
た
め
若
干
高
く
盛
土
し
て
交
通
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
の

た
め
街
道
は
除
的
機
能
を
有
し
て
い
た
。
た
め
に
前
述
の
八
十
間
よ
り
溢
流
し

て
き
た
氾
濫
水
は
美
濃
路
を
境
と
し
て
湛
水
状
況
が
異
る
。
郎
ち
低
位
部
の
村

々
は
湛
水
を
さ
け
る
た
め
美
濃
路
に
置
土
す
る
の
に
対
し
、
高
位
部
の
村
々
は

湛
水
排
除
の
た
め
低
く
し
よ
う
と
し
て
抗
争
し
、
延
宝
五
年
(
一
六
七
七
)
に

こ
の
水
論
裁
定
に
定
杭
約
定
に
酷
似
し
た
調
停
を
し
て
い
る
。
往
還
対
立
文
書

に
よ
る
と
「
:
:
道
上
道
下
之
村
立
合
置
土
之
分
並
木
之
松
之
根
張
迄
取
払
之

地
形
古
来
之
通
司
致
之
但
押
水
之
筋
江
取
候
土
不
可
捨
事
・

:ι
震
と
置
土
は

街
道
の
並
木
松
の
根
張
際
ま
で
と
約
定
し
て
い
る
。

一
方
往
還
北
の
高
位
部
に
お
い
て
も
利
害
の
相
反
す
る
村
々
聞
に
対
立
が
あ

っ
た
。
槍
村
と
久
徳
村
と
の
間
に
悪
水
落
の
江
、
馬
渡
川
(
ま
わ
た
り
)
が
あ

る
、
杭
瀬
川
の
出
水
時
に
は
前
述
の
三
十
間
よ
り
溢
流
し
た
氾
濫
水
は
馬
渡
川



筋
に
奔
流
す
る
が
、
低
位
部
の
久
徳
村
に
溢
流
し
た
水
が
流
入
し
、
そ
の
氾
濫

水
は
久
徳
村
南
の
往
還
に
よ
り
滞
水
す
る
た
め
、
久
徳
は
常
に
水
魔
場
と
し
て

潰
百
姓
ま
で
で
る
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
久
徳
の
人
々
は
馬
渡
川
に
除
堤

を
築
立
て
て
防
水
し
よ
う
と
す
る
と
、
高
位
部
の
槍
村
が
反
対
す
る
と
い
う
抗

争
が
馬
渡
川
の
徐
対
立
で
あ
る
。
こ
の
一
向
者
の
争
論
調
停
の
た
め
、

い
つ
の
頃

か
ら
定
杭
約
定
が
な
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
大
垣
市
徳
町
の
瑞
雲
寺

前
に
あ
る
石
杭
が
、
か
つ
て
馬
渡
川
の
除
に
打
建
ら
れ
た
定
抗
で
あ
る
こ
と
を

筆
者
は
発
見
し
た
。
(
写
真
崎
参
照
)

十
六
纏
あ
る
こ
と
か
ら
当
時
の
約
定
に
よ
る
除
高
は
二
尺
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

る
。
ま
た
杭
に
「
明
治
三
十
八
年
六
月
改
之
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
以

定
杭
の
高
き
が
埋
土
部
分
を
除
い
て
六

前
の
木
杭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
々
の
話
に
よ
る
と
定
杭
は
二

O
米
ご

と
に
建
っ
て
い
た
と
い
う

og
こ
の
定
杭
も
昭
和
二
十
五
年
よ
り
の
土
地
改

良
事
業
に
よ
り
取
除
か
れ
、

馬
渡
川
も
新
排
水
路
と
し
て
所
と
姿
を
変
え
、
過

去
の
悲
し
い
歴
史
を
物
語
る
よ
す
が
も
今
は
全
く
な
い
。

四

輪
中
地
域
以
外
に
み
ら
れ
る
定
杭

i
九
頭
竜
川
流
域
の
例
i

九
頭
竜
川
下
流
部
の
竹
田
川
、
兵
庫
川
の
合
流
す
る
地
域
、
と
く
に
九
頭
竜

川
と
兵
庫
川
と
の
河
間
に
あ
る
低
位
三
角
州
面
の
坂
井
町
、
春
江
町
は
水
害
の

激
し
い
地
域
で
あ
り
、
古
く
よ
り
そ
の
対
応
と
し
て
水
除
堤
を
構
築
し
て
き
た
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
に
木
部
堤
防
が
あ
る
(
答
。
こ
れ
は
九
頭
竜
川
上
流
よ
り
の

氾
濫
水
を
防
禦
す
る
た
め
兵
麿
川
左
岸
清
水
よ
り
九
頭
竜
川
右
岸
の
正
善
に
か

け
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
詳
し
く
知
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
高
位
村
の
石
塚
、
小
森
な
ど
の
村
が
障
り
村
と
し
て
出
訴
す
る

の
は
古
手
保
年
間
以
降
の
ζ

と
で
同
九
年
(
一
七
二
四
)
に
「
伏
樋
用
水
濁
溜
水

疎
通
」
に
つ
い
て
訴
え
出
て
い
る
。
さ
ら
に
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
そ
し
て

寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
に
は
木
部
の
村
々
が
全
面
的
に
高
置
し
た
と
、
低
位

部
の
村
々
が
堤
防
取
払
方
を
訴
え
、
対
立
抗
争
は
激
化
し
定
杭
約
定
に
よ
り
裁

定
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。
即
ち
木
部
堤
防
は
そ
の
ま
ま
と
し
、

以
降
洪
水
の
際

堤
防
上
の
越
水
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
定
椛
打
建
て
、
堤
高
を
判
制
限
す
る
裁

定
と
な
り
「
当
付
ニ
鬼
辺
堤
之
義
先
達
-
ア
御
裁
許
相
済
候
ニ
付
、

右
御
裁
許
証

文
ニ
御
突
合
セ
御
定
杭
御
打
渡
被
成
侯
処
生
ノ
通
リ
ノ
。
白
山
杵
現
社
堺

御

定
杭
壱
番

正
善
寺
地
内

日
疋
ハ
堤
外
犠
右
ヱ
円
持
畑
函
ヨ
リ
馬
踏
草
附
迄
鋸

目
ノ
間
二
尺
七
ず
五
分
・
・
御
定
杭
都
合
三
拾
士
宮
本
-
寛
政
十
二
包
帯
年
十

一
日
」
窓
)
と
都
合
三
寸
一
本
の
定
杭
が
打
建
て
ら
れ
和
解
調
停
を
み
る
が
、
文

化
年
聞
に
再
び
置
土
六
々
と
定
杭
約
定
を
め
ぐ
り
紛
争
が
再
燃
し
、
明
治
一
五

年
に
は
定
抗
が
魔
朽
し
た
た
め
の
定
杭
打
換
に
際
し
、

ま
た
ま
た
紛
争
が
生
じ
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訴
訟
事
件
と
な
り
福
井
始
審
裁
判
所
は
低
位
部
の
木
部
に
対
し
、
寛
政
年
閣
の

堤
高
制
限
の
定
杭
約
定
通
り
に
す
る
よ
う
判
決
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
木
部
堤

防
が
い
か
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
明
治
一
八
年
の
水
害
時
に
木
部
に

流
下
し
た
洪
水
波
は
木
部
堤
防
沿
い
に
東
へ
迂
回
屈
萌
し
、
兵
庫
川
を
経
て
竹

田
川
に
入
り
河
口
に
お
い
て
再
び
本
川
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
の
を
み
て
も
脊
首

で
き
る
。
安
)

五、

結

語

輪
中
の
水
論
を
い
か
に
熟
談
和
解
調
停
す
る
か
、
機
々
な
慣
行
が
あ
る
。
例

え
ば
江
下
げ
に
と
も
な
う
益
付
、
障
付
の
調
停
策
と
し
て
江
代
米
、
江
敷
米
の

慣
行
、
或
い
は
株
井
一
戸
の
制
な
ど
が
あ
る
が
、
定
杭
約
定
は
輪
中
の
水
倫
理
を

最
も
よ
く
表
す
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
調
和
あ
る
開



あ
る
。

発
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
再
考
を
促
す
資
料
と
な
れ
ば
幸
い
で

な
お
定
杭
約
定
の
盛
行
す
る
時
期
は
、
堀
田
の
造
成
、
水
屋
建
築
の
時
期
と

殆
ん
ど
一
致
寸
る
の
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
輪
中
開
発
に
よ
る
符

濃
尾
平
野
造
盆
地
運
動
の
恒
常
的
沈

道
固
定
化
に
と
も
な
う
M

清
水
位
の
上
昇
、

降
が
輪
中
を
よ
り
低
湿
に
し
、
江
戸
時
代
中
期
以
後
の
米
作
の
反
当
収
量
の
激

減
と
関
連
.
つ
け
て
考
察
さ
る
べ
き
間
選
で
も
あ
り
、

課
題
で
も
あ
る
。

本
橋
は
一
九
七
五
年
、
神
戸
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
地
理
学
会
K
て
発
表
し

た
も
の
の
一
部
で
あ
る
と
と
を
的
記
し
て
お
く
。

工

伊
藤
安
田
刀

伊
藤
安
男

Z 

伊
藤
安
男

伊
藤
安
男

伊
藤
安
男

伊
藤
安
男

j王

「
小
輪
中
の
開
発
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
宥
辺
輪
中
と
の
対
立

「
人
文
地
理
二
五
の
四
』

一
九
七
三
、

九
九

t
一
O
O頁

「
輪
中
開
発
を
め
ぐ
る
問
題
点
」

『
郷
土
研
究
岐
阜
二
』

一
九
七
三
、

四

1
五
頁

「
輪
中
の
水
論
を
め
ぐ
る
慣
行
ハ
門
」

「
美
濃
民
俗
九
四
」

一
九
七
五
、
六
九
五

1
六
九
七
頁

「
輪
中
の
水
論
を
め
ぐ
る
慣
行
口
」

「
美
濃
民
俗
九
五
』

一
九
七
五
、
七

O
四
J
七

O
五
頁

「
品
問
中
の
水
論
を
め
ぐ
る
慣
行
臼
一

「
美
濃
民
俗
九
六
』

一
九
七
五
、
七
一
二

J
七
一
四
頁

一
輪
中
の
災
害
と
治
水
|
宝
麿
治
水
以
降
の
水
論
に
つ
い
て

「
歴
史
地
理
学
紀
要
一
八
」

一
九
七
六

九

主

伊
藤
安
男

伊
藤
安
男

z 
岐
阜
県

主

福
井
県
春
江
町

'6' 

穂
積
町

主

穂
積
町

/ぎ

七
頁

「
岐
阜
地
理
一
四
』

一
O
七
t

「
輪
中
間
閣
発
を
め
ぐ
る
諸
問
題

l
定
杭
約
定
を
中
心
に

一
八
頁

一
九
七
四
、

「
品
問
中
の
水
論
を
め
げ
る
慣
行
!
定
杭
約
定
を
中
心
に

『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
九
」

一
九
七
五
、

一
七
四

t

九

O
四
頁

二
五
六
頁二

七
七
頁

ニ
一
七
頁

論
止
堤
に
つ
い
て
は
穂
積
町
史
編
纂
室
の
事
誠
三
郎
二
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

前

掲

叫

九

O
五
頁

--12ー

主3 

前
掲
引

11 

伊
藤
安
男

3 

大
垣
市

3 

前
掲
叫

十
六
村
訴
訟
関
係
交
章
一
日

大
垣
市
荒
崎
小
学
校
蔵

l生-B 

前
掲
叫

3 

大
原
市

立

穂
積
町

穂
積
町
町
史
一
編
纂
室
哉
「
横
堤
定
杭
約
定
』

史
料
編
一
」

3 

一
仁
五
頁

『
岐
阜
県
治
水
中
¥
(
と
こ
岐
阜
県
一
九
五
一
二
、

「
春
江
町
誌
』
春
江
町
一
九
六
九

「
穂
積
町
史

史
料
編
二
』
穂
積
町
一
九
七
六

「
穂
積
町
史

史
料
編
二
』
穂
積
町
一
九
七
六
、

九

O
四
頁

九
七

「
輪
中
内
に
お
け
る
新
し
い
集
落
立
地
!
遊
水
池
開
発
の
例

「
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
同
』

五

一
二
六
頁

「
新
修
大
垣
市
史

史
料
編
二
』
大
垣
市
一
九
六
八

六
二
九
頁

五
九

O
頁

「
新
修
大
垣
市
史

大
垣
市

通
一
史
一
編
二
』

「
穂
積
町
史

一
九
七
五
、

一
七
五
頁

一
九
四
頁



霊

相
官
原
義
継

伊
藤
安
男

「
高
須
輪
中
の
水
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
考
察
」

『
地
理

の
広
場
』

一
九
七

O
、
四
三
頁

「
輪
中
を
ど
う
と
ら
え
る
か
ー
そ
の
近
代
化
の
な
か
で
」

四
六
頁

『
岐
阜
地
理

O 
色白

一
九
七
一
、

%i 

笠
松
陣
震
堤
方
役
所
文
書

岐
阜
県
立
図
書
館
蔵

~ 

低
湿
な
輪
中
地
域
を
横
断
す
る
中
山
道
及
び
脇
往
還
美
濃
路
な
ど
の
街
道

て
お
り
、

は
高
く
土
盛
さ
れ
て
お
り
、
街
道
そ
の
も
の
が
横
堤
や
除
の
機
能
を
も
っ

五
六
輪
中
群
の
北
部
を
横
断
す
る
中
山
道
が
横
堤
で
あ
っ
た
こ
と

は
「
上
本
自
新
規
横
土
手
に
つ
き
内
済
一
札
(
天
保
五
年
ど
に
よ
る
と
・
:
・

上
本
田
村
地
内
往
還
通
に
お
ゐ
て
新
規
横
土
手
等
築
立
申
間
敷
候
事
・
;
」
と

空E

大
垣
市

あ
る
こ
と
よ
り
分
る
。

通
史
一
編
二
』

宮古

往
還
対
立
文
書

大
垣
市
役
所
静
里
支
所
に
集
っ
て
い
た
だ
い
た
方
々
の
話
に
よ
る
。

『
自
然
と
社
会

g ~ 

斉
藤
与
次
兵
衛

伊
藤
安
男

ít~ 

前
掲
日

宮
越
博
輔

「
新
修
大
垣
市
史

大
垣
市

一
九
六
八

三
二
九
頁

大
垣
市

若
山
光
円
氏
蔵

「
九
頭
竜
川
河
問
地
域
の
輪
中
」

十

b. 

一
九
四
七
、
二
頁

「
日
本
各
地
の
低
湿
地
集
審

l
防
水
建
築
よ
り
の
ア
プ
ロ

ー
チ
」

『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
八
』

一
九
七
五
、

五

頁

一
五
六
頁

「
福
井
平
野
に
お
け
る
水
害
の
研
究
」

『
人
文
地
理
二

O

の

b. 

一
一
三
頁

among七he主記とと(輪中)of Ar七ificia工LeveesDispu七eson the Height 

Yasuo ITO 

The a工工uvia工 p工ainat七hewestern part of問ino(美濃) Province 
where three large rivers， the Kiso(木曾)， the Hagara(長良) and the 
Ibi(揖斐) meet has been one of the prominent area in Japan which 
used to be f工ooded. To prevent七hefloods， people enclosed七he
ユandswith artificial levees. The inhabitan七sin an area 
surrounded by these工eveesformed a工ocalcOTImunity， which was 
called盟と・

Between七headjoining w記~-s ， disputes often arose and the 
major cause was the differen七 heightof the工evees. But a system 
to se七tlethese disputes peacefuユユywas established. They agreed 
upon七heユimiting七heheigh七 oftheユeγeesand marked these 
limits with special stakes called年己主(定杭). 
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